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◇第 59回女性部定期大会
日時　10月20日（火）開会10時
会場　県民文化センター分館８号集会室

◇第59回青年部定期大会
日時　10月21日（水）開会10時
会場　県民文化センター分館10号集会室

安全保障関連法案の参議院平和安全法制特別委
員会における強行採決についての書記長談話
1.　安倍内閣は 9月 17日、参議院平和安全法制特別委員会において安全保障関連
法案の強行採決を行った。
2.　衆議院と同様に、参議院においても安倍首相など関係閣僚からの答弁は二転
三転し、同法案の必要性に関わる論拠は完全に破たんしていた。そのため、審
議は度々空転し、徒に時間を費やすばかりで議論は全く深まることがなかった。
同法案に反対する世論は日ごとに高まっており、学界や法曹界、学生、女性な
ど多岐にわたる立場の人々が同法案に反対の声を上げ、その数は日々増加して
いた。8月 30 日には国会前行動に 12万人、地方においても 1,000 を超える場
所で多くの人々が集結したことは、政権にとって大きな脅威となり、安倍首相も、
同法案への支持が広がっていないことを認めた。しかしながら、安倍内閣は一
方的に審議を打ち切り、採決に踏み切った。民意に反する暴挙であり、強く抗
議するとともに、同法案の即時廃案を求める。
3.　集団的自衛権の行使容認はすなわち、意思に関わりなく、国際紛争の当事者に
なることを意味する。自衛隊が他国の国民を殺傷するに至れば、憎しみはさら
なる憎しみを呼び起こし、テロ等の標的となるばかりか、国内への直接攻撃の
対象となる危険性が格段に高まることになる。集団的自衛権の行使が抑止力に
なることは、断じてない。
4.　 多くの憲法学者や元最高裁長官・元内閣法制局長官など、法の権威と称され
る立場の人々が指摘するように、集団的自衛権の行使およびそれを可能とする
安全保障関連法案は、戦後一貫して堅持してきた専守防衛を破棄するものであ
り、違憲である。解釈改憲によって集団的自衛権の行使を可能にすることは立
憲主義の否定であり、日本の民主主義の根幹を揺るがす重大な事態を招来する
ことから、断じて容認することはできない。
5.　平和の実現のために必要なのは、武力ではなく、対話を軸とした粘り強い外交
努力である。日本はこれまで、人道支援や難民支援等によって、国際社会にお
ける信頼を築き上げてきた。憲法前文と第 9条の平和主義に立脚した外交努力
と国際貢献によって連帯感を醸成することこそ、平和実現に向けた日本の役割
であり、軍事力を背景に近隣諸国に脅威を与えるようなことは、決してあって
はならない。自治労は、国会において安全保障関連法案の即時廃案を求める取
り組みを進めるとともに、連合・平和フォーラム、「戦争をさせない 1000 人委
員会」に結集し、立憲主義・民主主義を守るため、中央・地方において全力で
たたかいぬく。

全日本自治団体労働組合　書記長　福島　嘉人

戦
争
法
強
行
採
決
許
�
�
�

あ
く
ま
で
廃
案
、
政
治
を
変
え
よ
う

　

安
倍
政
権
は
、「
集
団
的
自
衛
権
」
行
使
に
踏
み
込
む
た
め
の
「
戦
争
法
案
」
を
、
９
月
17
日
に
参
議
院
特
別
委
員

会
で
強
行
採
決
し
、
19
日
未
明
に
参
議
院
本
会
議
で
採
択
し
ま
し
た
。
こ
の
法
律
は
、
米
国
の
軍
事
戦
略
の
下
、
自
衛

隊
が
中
東
か
ら
東
ア
ジ
ア
ま
で
戦
争
す
る
国
に
な
る
と
い
う
、
ま
さ
に
、
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
、
立
憲
主
義
を
否

定
す
る
と
と
も
に
、
多
く
の
国
民
の
反
対
の
声
を
踏
み
に
じ
る
暴
挙
で
断
じ
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
引

き
続
き
「
戦
争
法
」
の
発
動
阻
止
、
廃
案
と
安
倍
政
権
退
陣
を
求
め
闘
い
を
強
化
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
「
戦
争
法
案
」
が
９
月
17

日
の
参
議
院
特
別
委
員
会
で

強
行
採
決
し
た
こ
と
を
受

け
、
戦
争
法
制
に
反
対
す
る

県
実
行
委
員
会
は
17
日
、
水

戸
駅
前
で
抗
議
の
緊
急
集
会

を
開
き
、
大
雨
の
中
、
約

２
０
０
人
が
参
加
し
、
抗
議

の
声
を
上
げ
ま
し
た
。

　

茨
城
平
和
擁
護
県
民
会
議

の
鈴
木
博
久
代
表
な
ど
６
団

体
の
代
表
や
村
上
達
也
元
東

海
村
長
が
国
民
の
反
対
の
声

を
無
視
し
た
強
行
採
決
の
不

当
性
と
安
倍
政
権
打
倒
へ
の

決
意
を
固
め
ま
し
た
。

　

最
後
に
参
加
者
全
員
で

「
戦
争
法
案
絶
対
廃
案
」、「
安

倍
政
権
は
直
ち
に
退
陣
」
な

ど
の
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
で

気
勢
を
上
げ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
国
会
審
議
山
場

の
９
月
15
日
に
は
水
戸
駅
前

で
、「
戦
争
法
制
に
反
対
す

る
い
ば
ら
き
総
が
か
り
行
動
」

が
実
施
さ
れ
、
リ
レ
ー
ト
ー

ク
と
デ
モ
行
進
で
戦
争
法
制

反
対
を
ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。

　

鈴
木
平
和
擁
護
県
民
会
議

代
表
は
、「
戦
争
法
は
違
憲

で
あ
り
対
案
は
な
く
、
廃
案

し
か
な
い
。
自
ら
進
ん
で
ア

メ
リ
カ
と
戦
争
を
や
る
と
い

う
法
律
は
認
め
ら
れ
な
い
。

国
会
で
法
案
審
議
の
で
た

ら
め
ぶ
り
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
私
た
ち
は
国
会
の
外
で

廃
案
を
求
め
て
い
く
し
か
な

い
」
と
訴
え
ま
し
た
。

　

戦
争
法
は
強
行
採
決
さ
れ

ま
し
た
が
、
引
き
続
き
、「
法

の
執
行
を
さ
せ
な
い
」、「
安

倍
政
治
を
変
え
る
」
闘
い
を

強
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

2015 年度 
第５回ブロック活動者学校

テーマ　「2015 自治体賃金確定に向けて」
～賃金改善統一闘争・到達闘争の
　再構築めざして～

◇鹿行・土浦・県南ブロック
日　時　10月 10 日（土）10:00 ～ 11 日
場　所　かんぽの宿「潮来」（潮来市水原 1830-1）
◇県北・水郡・水戸ブロック
日　時　10月 17 日（土）10:00 ～ 18 日
場　所　自治労会館（水戸市桜川 2-3-30）
内　容　提起 ①「2015 賃金確定闘争に向

けて」
　　　　（取り組みの柱・重点課題と統一要

求基準）
　　②「2006・2014 給与制度見

直しと単組の課題」
　　③ 「地公法改正の主な課題」

に向けて
　　④ブロック別分散会（単組の賃

金実態と闘争課題について）

　

２
０
１
５
人
事
院
勧
告
で

は
、
月
例
給
を
１
４
６
９
円

引
き
上
げ
る
う
ち
、
俸
給
表

へ
配
分
す
る
原
資
は
２
８
０

円
に
と
ど
ま
り
、
残
り
の

１
１
５
６
円
は
地
域
手
当
の

分
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
月
例
給
の
引
き
上
げ
効

果
が
表
れ
な
い
ば
か
り
か
、

地
方
自
治
体
の
地
域
間
・
世

代
間
格
差
を
拡
大
し
、
職
員

の
士
気
低
下
を
一
層
招
く
こ

と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
、

県
地
公
労
は
公
務
労
協
茨
城

と
合
同
で
９
月
15
日
、
茨
城

教
育
会
館
で
学
習
会
を
開

き
、
今
回
の
人
事
院
勧
告
の

問
題
点
と
人
勧
期
の
闘
争
構

築
に
向
け
た
意
思
統
一
を
行

い
ま
し
た
。

　

は
じ
め
に
清
水
県
地
公
労

議
長
が
、「
今
後
、
県
人
事

委
員
会
事
務
局
長
交
渉
が
９

月
24
日
、
委
員
長
交
渉
が
30

日
と
続
き
、
例
年
だ
と
10
月

８
日
頃
が
勧
告
と
な
る
。
月

例
給
、
地
域
手
当
な
ど
が
課

題
と
な
る
。
本
日
の
学
習
会

を
契
機
に
共
通
認
識
を
持
ち

山
場
に
向
け
闘
っ
て
い
き
た

い
」と
あ
い
さ
つ
し
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
構
成
組
織
か
ら

課
題
報
告
が
あ
り
、「
２
０
１

５
人
事
院
勧
告
の
内
容
と
公

務
員
労
働
者
を
め
ぐ
る
情
勢

と
課
題
」
を
テ
ー
マ
に
公

務
労
協
の
加
藤
達
夫
副
事
務

局
長
か
ら
講
演
を
受
け
ま
し

た
。

　

特
に
加
藤
副
事
務
局
長

は
、
財
政
再
建
の
タ
ー
ゲ
ッ

ト
は
「
社
会
保
障
」
と
「
地

方
財
政
」
と
な
っ
て
お
り
、

今
後
、
自
治
体
の
行
財
政
改

革
の
さ
ら
な
る
推
進
や
定
員

合
理
化
、
民
間
委
託
な
ど
が

強
め
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て

警
戒
を
呼
び
か
け
ま
し
た
。

前
倒
し
に

配
分
さ
れ

る
こ
と
に

な
り
ま
し

た
。

　

こ
の
こ

と
は
、
総

合
的
見
直

し
に
よ
る

現
給
保
障

期
間
で
あ

る
た
め
、

俸
給
表
を

プ
ラ
ス
改

定
し
て
も

原
資
を
十

2015 人勧で地公労・公務労協が合同学習会

戦争法案強行採決抗議集会 で安倍政権の不
当性を訴える鈴木博久平和擁護県民会議代表

９月 15 日、戦争法案廃案を訴え水戸市内
をデモ行進

９月 15 日、戦争法案廃案求め水戸駅前に
1000 人が参加
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焦  点
Ｑ＆Ａ

18
歳
選
挙
権

　

戦
後
最
長
95
日
間
の
延
長

国
会
は
、
会
期
末
を
控
え
緊

急
を
増
し
て
い
ま
す
。

　

勿
論
、
残
さ
れ
た
最
大
の

課
題
は
安
保
関
係
法
案
で
、

13
日
に
は
60
日
ル
ー
ル
の
適

用
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　

衆
院
で
の
強
行
採
決
後
、

国
会
周
辺
の
み
な
ら
ず
、
各

地
で
各
々
の
団
体
が
自
発
的

な
集
会
、
デ
モ
を
行
な
っ
て

い
ま
す
。

　

特
に
参
院
で
の
採
決
が
喧

伝
さ
れ
る
14
日
の
週
は
、
連

日
国
会
の
周
り
に
多
く
の
人

が
集
ま
り
そ
う
で
す
。

　

野
党
は
連
携
し
て
、
成
立

を
阻
止
す
る
あ
ら
ゆ
る
手
段

を
講
ず
る
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
紙
面
が
届
く
際
に
は
ど

の
様
な
結
末
を
迎
え
て
い
る

で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
し
た
間
に
、
台
風
18

号
に
よ
り
本
県
に
大
き
な
被

害
が
発
生
し
ま
し
た
。

　

一
日
も
早
い
生
活
再
建
に

向
け
た
取
り
組
み
に
、
私
達

も
協
力
し
て
参
り
ま
す
。

　

12
、13
日
に
現
地
に
入
り
、

各
自
治
体
や
医
療
機
関
な
ど

か
ら
派
遣
さ
れ
た
方
々
の

献
身
的
な
姿
を
眼
に
し
ま
し

た
。
県
関
係
、
自
衛
隊
、
警

察
な
ど
と
共
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
人
達
も
手
際
よ
く
活
動

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

時
間
の
経
過
と
と
も
に
、

教
訓
と
す
べ
き
事
例
の
検
証

も
始
ま
る
筈
で
す
。

　

過
日
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
特
番

で
４
０
０
年
周
期
の
大
雨

（
ス
ー
パ
ー
台
風
）
の
多
発

す
る
期
に
入
っ
て
い
る
と
の

報
道
が
あ
り
ま
し
た
。

　

備
え
は
可
能
か
。
避
難
先

の
確
保
と
訓
練
は
。

　

平
穏
に
生
活
す
る
た
め
の

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
な
ど
、
安
全

保
障
と
、
国
会
の
安
保
法
制

論
議
の
隔
た
り
を
感
じ
さ
せ

ら
れ
ま
し
た
。

2015.09.13 台風 18 号被害調査 in 常総市

辺
野
古
新
基
地
建
設
許
さ
な
い

２
万
２
千
人
が
国
会
包
囲

　

８
月
10
日
か
ら
９
月
９
日

ま
で
の
１
ヵ
月
間
、
辺
野
古

基
地
建
設
に
関
す
る
一
切
の

工
事
が
停
止
さ
れ
、
移
設
問

題
に
つ
い
て
政
府
と
沖
縄
県

で
協
議
が
進
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
が
、
安
倍
内
閣
は
沖
縄

県
民
の
声
を
受
け
入
れ
ず
、

協
議
は
決
裂
し
ま
し
た
。
そ

の
直
後
、
12
日
か
ら
沖
縄
防

衛
局
は
埋
め
立
て
を
再
開
。

一
方
、
翁
長
知
事
は
14
日
に

も
辺
野
古
埋
め
立
て
承
認
の

取
り
消
し
手
続
き
に
入
る
考

え
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
９
月
12

日
、「
止
め
よ
う
！
辺
野
古

新
基
地
建
設
、
国
会
包
囲
行

動
」
が
約
２
万
２
千
人
の
参

加
で
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

　

集
会
で
は
、
実
行
委
員
会

を
構
成
す
る
団
体
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
ア
ピ
ー
ル
が
あ
り
、

ピ
ー
ス
ボ
ー
ト
共
同
代
表
の

野
平
晋
作
さ
ん
は
、「
こ
の

闘
い
は
沖
縄
の
人
だ
け
の
問

題
で
は
な
い
。
戦
争
反
対
、

平
和
を
守
る
闘
い
を
全
国
で

お
こ
そ
う
」
と
呼
び
か
け
ま

し
た
。

　

沖
縄
現
地
で
闘
う

「
ヘ
リ
基
地
反
対
協
議

会
」
の
安
次
富
浩
共
同

代
表
や
、「
島
ぐ
る
み

会
議
」
の
玉
城
義
和
事

務
局
長
が
、「
沖
縄
の
こ
と

は
沖
縄
の
人
間
が
決
め
る
」

「
２
０
１
３
年
１
月
に
沖
縄

の
す
べ
て
の
自
治
体
首
長
が

そ
ろ
っ
て
政
府
に
提
出
し
た

建
白
書
の
実
現
を
再
度
求
め

て
い
く
」
と
訴
え
ま
し
た
。

　

ま
た
、
沖
縄
選
出
の
照
屋

寛
徳
衆
議
院
議
員
（
自
治
労

組
織
内
）
な
ど
国
会
議
員
も

駆
け
つ
け
、
院
内
で
の
闘
う

決
意
を
述
べ
ま
し
た
。

　

最
後
に
沖
縄
方
式
で
、
参

加
者
が
手
を
つ
な
ぎ
な
が

ら
「
辺
野
古
に
基
地
を
作

る
な
！
」「
埋
め
立
て
を
す

る
な
！
」「
沖
縄
の
声
を
聞

け
！
」
な
ど
と
シ
ュ
プ
レ
ヒ

コ
ー
ル
を
繰
り
返
し
、
幾
重

に
も
な
っ
た
人
間
の
鎖
が
国

会
を
取
り
囲
み
ま
し
た
。

沖縄辺野古新基地反対国会包囲行動

郡司彰の
国会レポート153

〈
国
会
が
大
詰
め
に
〉

　

Ｑ　

18
歳
で
投
票
で
き

る
よ
う
に
な
る
っ
て
本

当
？

　

Ａ　

本
当
だ
。
公
職
選

挙
法
が
改
正
さ
れ
て
そ
う

な
っ
た
。
来
年
夏
の
参
議

院
選
挙
か
ら
適
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
憲
法
改
正
の

際
の
国
民
投
票
の
年
齢
は
18

歳
以
上
。
今
回
は
国
と
地
方

の
選
挙
に
つ
い
て
も
、
投
票

年
齢
を
合
わ
せ
た
わ
け
だ
。

　

Ｑ　

18
歳
で
政
治
の
こ
と

な
ん
て
わ
か
る
の
か
し
ら
？

　

Ａ　

世
界
で
は
18
歳
選
挙

権
が
主
流
だ
よ
。
国
連
加

盟
の
１
９
３
カ
国
の
う
ち
、

１
７
６
カ
国
が
18
歳
で
投
票

で
き
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア

な
ん
て
16
歳
な
ん
だ
。
日
本

だ
っ
て
、
中
卒
や
高
卒
で
働

い
て
い
る
人
は
20
歳
前
で
も

税
金
を
納
め
て
い
る
。
投
票

権
が
な
い
の
は
お
か
し
い
だ

ろ
う
。

　

Ｑ　

で
も
、
世
間
の
18
歳

を
見
て
い
る
と
大
丈
夫
か

な
？

で
は
民
主
主
義
や
人
権
、

政
治
参
加
と
い
っ
た
問
題

が
ち
ゃ
ん
と
教
え
ら
れ
て

い
な
い
。
例
え
ば
、「
民
主

主
義
は
多
数
決
で
物
事
を

決
め
る
仕
組
み
だ
」
程
度

の
知
識
し
か
与
え
ら
れ
て

い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

Ｑ　

え
っ
、
違
う
の
？

　

Ａ　

多
数
決
は
あ
く
ま

で
最
後
の
手
段
。
大
事
な

の
は
、
納
得
と
合
意
を
得

る
た
め
に
徹
底
し
て
話
し

合
う
こ
と
だ
。
そ
の
過
程

を
軽
視
し
た
ら
、
多
数
派

に
よ
る
独
裁
に
な
っ
て
し

ま
う
。
納
得
と
合
意
が
あ

る
か
ら
決
定
を
尊
重
で
き

る
よ
う
に
な
る
。
立
派
な

こ
と
を
言
う
大
人
だ
っ
て
、

本
当
に
分
か
っ
て
い
る
の

か
ど
う
か
怪
し
い
も
の
。

今
回
の
改
正
を
機
に
、「
主

権
者
教
育
」
の
あ
り
方
を

み
ん
な
で
考
え
た
い
ね
。

　

Ａ　

ま
ず
は
や
っ
て

み
る
こ
と
だ
よ
。
ど

う
せ
だ
め
だ
ろ
う
と
決

め
付
け
る
の
は
良
く
な

い
。
で
も
年
齢
を
下
げ

る
だ
け
で
は
不
十
分

だ
。
有
権
者
と
し
て
ふ

さ
わ
し
い
行
動
が
取
れ

る
よ
う
、
学
校
教
育
の

あ
り
方
を
抜
本
的
に
見

直
す
必
要
が
あ
る
。

　

Ｑ　

と
い
う
と
？

　

Ａ　

今
の
学
校
教
育

不慮の事故、病気入院したときは初日からお支払いします。

毎年保障内容の「見直し」ができるのでムダがありません。

連続５日以上の入院に対し５日目から病気入院共済金にプラスしてお支払いします。

入院を伴わない通院の場合、５日以上の通院に対し初日からお支払いします。

肝硬変・慢性膵炎と診断されたときには、疾病診断共済金をお支払いします。

恒久的な心臓ペースメーカー装着、心臓人工弁置換、人工透析療法開始・

腎移植、人工肛門造設、人口ぼうこうの増設のときにお支払いします。


